
依頼にあたっての留意事項等 
 

ボランティア活動者紹介のご依頼にあたっては、以下の事項をご理解願います。 

1. ボラ ンテ ィア 活動 を 無償 の労 働力 と考 え てい ない もの  

 

2. 依頼 主が 法人 等組 織 の場 合は 、非 営利 事 業で ある こと  

 

3. ボラ ンテ ィア 活動 と して 相応 しい 内容 の もの であ るこ と  

（行 政責 任、 職務 等 をボ ラン ティ アに 責 任転 嫁し ない もの 、 ボラ ンテ

ィア 活動 の範 囲を 超 えて いな いも の）  

※ボ ラン ティ ア活 動 は活 動者 の自 主性 ・ 公益 性・ 無償 性を ベ ース に行 われ

るも のを 指し てい ま す。 企業 活動 や営 農 、営 利目 的の 事業 へ の協 力は ボ

ラン ティ ア活 動に は 該当 しま せん 。有 償 性（ 交通 費の 支給 、 昼食 の提 供

等を 除き 、金 額の 多 寡に かか わら ず報 酬 等が 生じ るも の） を 帯び る活 動

者募 集へ のご 相談 に は応 じる こと がで き ませ ん。  

 

4. 宗教 活動 、営 利活 動 （セ ール スな ど） を 伴わ ない もの であ る こと  

 ※ 活動 中、 活動 後 に当 該事 実が 発覚 し た場 合は 、以 降の ご 相談 には 応じ る

こと がで きま せん 。  

 

5. 依頼 ＝確 実に ボラ ン ティ ア紹 介を 確約 す るも ので はな いこ と  

※ボ ラン ティ アは 、 希望 者の 主体 性と 自 主性 によ る（ 対等 な 関係 性） もの

です ので 、必 ずし も ボラ ンテ ィア のご 紹 介を 確約 する もの で はな い旨 を

ご承 知お き願 いま す  

 

6. 必要 に応 じて ボラ ン ティ アセ ンタ ー職 員 （社 協職 員） が活 動 の場 を訪

れる こと があ るこ と  

 

7. 活動 の実 情等 、必 要 に応 じて 聞き 取り 、 書類 の提 出等 をお 願 いす るこ

とが ある こと  

 


